
【お問い合わせ先】 
阿 賀 野 市 市 民 生 活 課   TEL：０２５０－６２－２５１０    
総 務 省  新潟行政評価事務所   TEL：０２５－２８２－１１１２  

 

 

  
≪ 阿賀野市にお住まいの皆さま ≫ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談日 
日時／１０月３０日（木） ９時３０分～１５時 

会場／水原総合体育館（予約不要。直接会場へお越しください！） 
 
★ご相談は先着順となります。ただし、相談内容によっては順番が異なることがあります。 

   ★１２時～１３時は、休憩時間となっています。 
   ★相談時間はお一人 20 分です。 

◎ こんな困りごとはありませんか･････？ 

登 記  建物や土地の登記手続について知りたい。 

故人名義の登記の変更方法を知りたい。     

相 続  遺言書の作成方法、相続時の手続について知りたい。   

人 権  職場や学校、地域での人間関係で悩んでいる。 

道 路  道路が陥没している。 標識や信号が見えにくい場所がある。 

福 祉  福祉の助成制度や介護の手続について教えてほしい。 

郵 便  誤配が多くて困っている。 ポストの位置を変更してほしい。 

生 活  多重債務に悩んでいる。  

一人暮らしの高齢者の財産管理が心配である。 

健 康  夜、眠れない。食欲がない。お酒の量が増えた。  

こころやからだの健康について心配である。 

       ・・・・など 
 

行政相談マスコット 

キクーン 

公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政相談委員、 

人権擁護委員、阿賀野市役所、新潟行政評価事務所 

がご相談をお受けします。 

相談無料 

秘密厳守 


